
平成 26 年度  基本目標 1－主要施策(1)安定給水の確保 

主要施策(1)-1 

施策評価調書（主要施策別）                  様式－１ 

基本目標 安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道 整理番号 １－（１） 

主要施策 安定給水の確保 施策主務課 計画課 

施策の趣旨 

水道事業者の最大の使命は、水道水を将来にわたって安定的にお客様にお届けすることです。その

ために必要な水源や、浄・給水場、送・配水管等の水道施設を過不足なく確保し、かつ適切に維持・

管理をすることができるよう、計画的な取組を推進していきます。 

 
Ⅰ 施策を達成するための主な取組と達成状況 

取 

組 

① 

水源の安定化
※
 担当課 計画課 

（取組の概要） 

国から暫定的に割り当てられている水源への依存を解消し、安定した自己水源を確保するため、湯西川  

ダム（H24 完成）及び八ッ場ダム（H31 完成予定）建設事業に引き続き参画していきます。これらのダムの   

完成によって、より安定的な給水を行うことができます。 

（当年度取組計画の概要） 

安定給水に必要な水源を確保するため、八ッ場ダム（H31完成予定）建設事業に引き続き参画します。 

当初予算額  ６７９，７５２千円 、 決算（見込）額  ４３６，００３千円 

達成指標 安定した自己水源の確保状況 
内部評価

※
 

－ 達成目標 八ッ場ダム事業への引き続きの参画 

達成実績 八ッ場ダム事業への引き続きの参画 
前年度評価 － 

（取組の説明） 

安定水利権を確保するため、八ッ場ダム建設事業に引き続き参画しました。 

平成 26年度は、国において、8月 20日にダム本体工事の契約を行い、10月には測量作業の開始、平成27年

1 月からは、ダム本体を作るための基礎掘削などの工事に着手するとともに、県道・JR 等の付替工事などを実

施し、平成26年度末までの進捗率**は86.9%となっています。 

 

** 総事業費に対する実施済み事業費の割合 

※ 本取組は、国の実施する事業に対する負担金の支払いであることから、評価の対象からは除外します。 
  



平成 26 年度  基本目標 1－主要施策(1)安定給水の確保 

主要施策(1)-2 

取 

組 

② 

水道施設の長期的な整備方針の策定 担当課 計画課 

（取組の概要） 

昭和 30 年代以降に大量に建設した浄・給水場、送・配水管等の水道施設の大規模更新期の到来に備え、   

アセットマネジメント※による最適な施設整備手法と的確な資金計画に裏付けられた長期的な整備方針を 

策定します。 

併せて、東日本大震災による県営水道の被災の実態を精査し、この整備方針において水道施設の耐震性  

確保に十分な配慮を施すことなどにより、地震等の非常時にも強い水道づくりを推進します。 

※ アセットマネジメントとは、計画的な施設更新や維持管理を行うことで施設の長寿命化を図り、総事業費の低減や 

事業費の平準化を図る手法です。 

（当年度取組計画の概要） 

引き続き25年度に立ち上げた局内プロジェクトチームにおいて、老朽化対策や危機管理対応を中心に検討

を進め、整備方針原案の策定に着手します。 

当初予算額  ０千円 、 決算（見込）額      ０千円 

達成指標 整備方針の策定状況 
内部評価 

ａ：達成している 

ｂ：概ね達成している 

ｃ：未達成だが進展している 

ｄ：進展していない 

達成目標 整備方針原案策定に着手 

達成実績 整備方針原案策定に着手 
前年度評価 ａ 

（評価結果の説明・分析） 

水道施設の長期的な整備方針については原案策定に着手し、整備方針の目次案を作成し検討項目を確認する

とともに、下記の基本条件の整理や必要な更新事業量などの検討を進めました。 

・整備方針の対象期間 

・緊急時のバックアップも考慮した施設規模 

・予防保全を踏まえた目標使用年数の設定 

・対象施設の現状把握 

・浄給水場等、管路施設の更新事業量   など 

  

 
  



平成 26 年度  基本目標 1－主要施策(1)安定給水の確保 

主要施策(1)-3 

取 

組 

③ 

浄・給水場の設備等の更新 担当課 
浄水課 

計画課 

（取組の概要） 

施設の働きを常時、集中的に監視している監視制御設備、送・配水の心臓部であるポンプ設備、効率的   

かつ効果的な滅菌作用で水道水の安全性を高める塩素消毒設備など、安定的な給水の確保と安全で良質な 

おいしい水づくりに重要な役割を果たしている設備を中心に、経年劣化や耐震化等の状況を踏まえた計画的

な更新を引き続き実施していきます。 

また、施設全体の老朽化が著しい栗山浄水場と船橋給水場については、速やかに更新計画を策定し、工事

に着手します。 

（当年度取組計画の概要） 

老朽度診断調査の結果をもとに、老朽化している浄・給水場の電気・機械等機器の更新及び施設の耐震化

を進めていきます。 

  当該年度の主な事業は以下のとおりです。 

・船橋給水場設備更新工事(26～27年度) 

・北総浄水場特高受変電設備更新工事(25～26年度) 

・北船橋給水場特高受変電設備更新工事(25～26年度)  

・松戸給水場ポンプ用電気設備更新工事(24～26年度) 

・浄・給水場耐震補強工事(26～27年度) 

・北総浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備への転換工事(26～28年度) 

・北船橋給水場船葛系減圧弁制御設備更新工事（25～26年度） 

また、栗山浄水場の更新は、ちば野菊の里浄水場に機能移転することで行います。 

・ちば野菊の里浄水場施設整備事業実施設計（26～27年度） 

当初予算額  １１，０１２，６２５千円 、 決算（見込）額  ７，１３５，５７４千円 

達成指標 
ア）事業進捗率 （当年度までに完了した事業数／計画事業数） 

イ）浄・給水場の耐震化率（耐震化施設数／全施設数） 

内部評価 

ａ：達成している 

ｂ：概ね達成している 

ｃ：未達成だが進展している 

ｄ：進展していない 

達成目標 
ア）８４．５％（４９／５８） 

イ）９５．７％（４０５／４２３） 

達成実績 
ア）７５．９％（４４／５８） 

イ）９４．６％（耐震化施設数４００／全施設４２３） 前年度評価 ｂ 

（評価結果の説明・分析） 

ア 事業進捗率 

平成26年度に完了した事業数は、平成25年度の未完成事業4事業及び平成26年度に予定していた9事業

のうち4事業の合計8事業でした。 

平成26年度に予定していた9事業のうち、松戸給水場ポンプ用電気設備更新工事等の4事業について

は、老朽化していた設備の更新を計画どおり完了しました。 

他の5事業は、年度内の完了を予定していましたが、他団体が管理している埋設電線共同溝の移設等

の追加作業に時間を要したため、事業の進捗率は、約80％にとどまり、工期を平成27年度まで延長し

ました。 

 

イ 浄・給水場の耐震化率 

平成25年度の未完成工事箇所も含め、9か所の耐震化完了を予定していましたが、4か所の完了にと

どまりました。完了しなかった5か所のうち、1か所は90%まで進捗しましたが、4か所は入札の不調や

取水管に付着していたカワヒバリガイが特定外来種であり、除去方法の検討に時間を要したため、施工

時期を平成27年度に変更しました。 

 

評価にあたっては、完成工事と未完成工事の進捗状況を総合的に勘案した結果、基準である50％以上を

達成しているため「ｃ：未達成だが進展している」としました。 

 

※ なお、ちば野菊の里浄水場施設整備事業については、実施設計に着手しました。 

  



平成 26 年度  基本目標 1－主要施策(1)安定給水の確保 

主要施策(1)-4 

取 

組 

④ 

管路の更新・整備 担当課 
給水課 
計画課 

（取組の概要） 

布設後概ね40年以上を経過した管路のうち、 

ア 赤濁水の発生が頻発する管路、材質や地盤条件等により強度低下のおそれのある管路 

イ 地震など災害発生時の広域避難場所や、災害時の医療拠点となる病院などの重要施設へ給水する管路 

ウ 緊急輸送道路下に埋設された管路 

を中心に、東日本大震災による管路破損等の教訓を踏まえ、更新（布設替）及び耐震化を優先的に進めて

いきます。 

併せて、さらに安定的な給水を確保するため、基幹管路の整備や千葉ニュータウン事業の進展等に伴う  

管路整備を進めていきます。 

（当年度取組計画の概要） 

管路の更新・整備について、以下の工事を実施します。 

①管路の更新（布設替） 

・鋳鉄管更新工事         ７２．５ｋｍ 

・その他（公共関連依頼工事）   ２０．３ｋｍ 

・災害復旧関連工事（水管橋１橋） 

②管路の整備（新規布設） 

・管路の整備（第二北総～成田線）  １．６ｋｍ 

・その他（ニュータウン地区布設等）２２．４ｋｍ 

当初予算額  ２２，４０７，３６４千円 、決算(見込)額 １７,８３２,５２７千円 

達成指標 

ア）管路の更新延長 

イ）管路の整備延長 

ウ）耐震適合性のある管の割合 

内部評価 

ａ：達成している 

ｂ：概ね達成している 

ｃ：未達成だが進展している 

ｄ：進展していない 

達成目標 

ア）９２．８ｋｍ 

イ）２４．０ｋｍ 

ウ）１７．４％ 

達成実績 

ア）７８．０ｋｍ（８４．１％） 

イ）１０．１ｋｍ（４２．１％） 

ウ）１７．５％（１００．６％） 前年度評価 ｂ 

（評価結果の説明・分析） 

ア 管路の更新延長について 

平成 26年度の更新延長実績は78.0kmであり、達成目標に対して84.1％となりました。内訳として、鋳

鉄管更新工事は道路舗装規制、地元住民との調整等により遅れが生じましたが、当初計画72.5kmに対して

66.4km実施し、目標の91.6％となりました。その他の工事は、当初見込みに比べて他団体の工事に伴う水

道管の移設等の依頼が少なかったことから、当初計画20.3kmに対して11.7km実施し目標の57.6％となり

ました。 

イ 管路の整備延長について 

平成 26年度の整備延長実績は10.1kmであり、達成目標に対して42.1％となりました。内訳として、第

二北総～成田線は、当初計画どおり 1.6km 実施しました。その他(ニュータウン地区布設等)の工事は、未

普及地区のお客様からの給水要望や他団体などからの申請が少なかったことから、当初計画22.4kmに対し

て8.5km実施し、目標の37.9%となりました。 

ウ 耐震適合性のある管の割合（耐震化率） 

   耐震化率は当局が実施した管路の更新及び整備の延長に、配水管申請者施行※により布設した延長（約

34.3km）を加えた総布設延長を耐震管路延長として算定しており、平成26年度の工事延長に既設の耐震管

を加え約 1,567.0km となりました。耐震化率は前年度から 1.1 ポイント増えて、全管路延長 8,972.7km に

対して 17.5%となり目標を達成しました。なお、基幹管路（口径φ500mm 以上）の耐震化率は 53.0%となっ

ています。 

 

評価にあたっては、アの達成実績は 84.1％と「ｂ：概ね達成している」の基準である 80%を達成しました。

イは 42.1％の達成実績となりましたが、他団体等の依頼に基づき実施するなど外部要因による工事の割合が多

く、その申請が少ないために低い実績率となりました。また、ウは「a：達成している」の基準である 100%を   

達成していることも踏まえて、ア、イ、ウを総合的に勘案した結果、「ｂ：概ね達成している」と評価しました。 
※ 開発行為に伴い給水を受けようとするお客様(申請者)が水道局に代わり配水管の布設工事を施工するもので、完成後は

水道局に引き渡されます。 



平成 26 年度  基本目標 1－主要施策(1)安定給水の確保 

主要施策(1)-5 

Ⅱ 施策の成果 

成果指標 
安定給水度 

（①浄水場事故割合※１、②管路の事故割合※２） 

内部評価※ 

ａ：成果が出ている 

ｂ：概ね成果が出ている 

ｃ：成果が小さい 

ｄ：成果が出ていない 

成果目標 
①０  （26年度の件数/箇所） 

②１．６（件/100km）以下 

成果実績 
①０  （26年度の件数/箇所） 

②１．０（件/100km） 前年度評価 ａ 

（評価結果の説明・分析） 

①  浄・給水場の設備等の更新では、一部の工事で遅れが生じましたが、安定的な施設運用に配慮した施工管理や定

期的な点検、適切な運転管理を実施することにより、浄水場の事故を未然に防ぐことができ安定給水に寄与しまし

た。 

② 耐震性に劣る管や経年管等を計画的に更新するとともに、実際に漏水の発生した管路やその周辺を最優先で更新

してきた結果、管路の事故割合が減少し、目標を達成することができました。 
※ 取組①「水源の安定化」は評価の対象から除外 
 
Ⅲ 達成状況及び成果を踏まえた今後の進め方（施策の方向性） 

・各取組の進め方 

取組①水源の安定化
※
 

（継続：引き続き安定給水に必要な水源を確保するため、八ッ場ダム建設事業に参画し

ます。） 

取組②水道施設の長期的な整備方針の策定 

（継続：更新施設の優先順位付け等による事業量の平準化や、確実に事業を実施するた

めに必要な方策等の検討を行い、水道施設の長期的な整備方針を策定します。） 

取組③浄・給水場の設備等の更新 

（一部見直して継続：浄・給水場の設備の更新事業については、当初計画していた 58

事業の完了に向けて事業を実施するとともに、施設耐震化事業についても着実

に実施し、耐震化率の向上を図ります。具体的には、現在の達成状況を踏まえ、

施工時期を一部見直すとともに、関係機関との綿密な調整や早期発注を積極的

に行います。 

また、ちば野菊の里浄水場施設整備事業を推進していきます。） 

取組④管路の更新・整備 

（継続：工事の早期発注に向け組織体制を見直すとともに、施工管理の効率化を図るこ

とで、管路の更新・整備を促進し、より安定的な給水を確保することに努めま

す。また、湾岸埋立地に関しては、引き続き、更新計画にそって重点的に実行

していきます。） 

・施策の方向性 

引き続き安定給水を確保するため、組織体制の見直しを行うとともに年度内に工事

が完了できるよう早期発注に努めるなどにより、今後も各取り組みを継続していきま

す。 

内部評価※ 

ａ：継続 
ｂ：一部見直して継続 
ｃ：休止・廃止 

前年度評価 ａ 

※ 取組①「水源の安定化」は評価の対象から除外 
 

内部評価機関 

(経営戦略会議)

における評価 

（総合的な意見等） 

自己評価を妥当と認める 

（特記事項） 

  なし 
 
水道事業ガイドラインで設定されている指標 

（成果指標） 

※１ 浄水場事故割合 水道事業ガイドラインの指標番号5101 

※２ 管路の事故割合 水道事業ガイドラインの指標番号5103 


